
　入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施

設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要する費用に充てることを目的と

した地方税です。

　令和６年度南関町一般会計予算における入湯税の充当内訳を報告します。

１．入湯税予算額　　　　　　５，１２１千円

２．入湯税の充当内訳

単位：千円

国・県
支出金

地方債 その他 入湯税 その他

環境衛生施設の整備 132,028 0 0 0 4,607 127,421

消防施設等の整備 20,312 5,486 13,800 0 100 926

観光の振興及び観光
施設の整備 11,861 0 0 587 414 10,860

合　　　計 164,201 5,486 13,800 587 5,121 139,207

入湯税充当内訳書

区　分 予　算　額
特　定　財　源 一般財源

財　　源　　内　　訳

（令和６年度当初予算分）


